
 
 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月30日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

牧野高等学校 

 

 下記の工作物について、公有財産台帳に登録されていなかった。 

 

財産名称 種目名称 数量 取得金額 

フェンス 囲障 1式 368,252円 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとと

もに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 本件について、公有財産台帳に登録

をした。 

今後は大阪府公有財産台帳等処理

要領に基づき、適正な事務処理を行

う。 【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（台帳の取得登録） 

第４条 財産を取得した場合は、システムを用い

て取得登録を行うものとする。（以下略） 

 



 
 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月24日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

布施高等学校 

 

下記について、公有財産台帳の登録内容に誤りがあった。 

 

 

財産種別      

財産名称 

   正  誤 

工作物 建物 食堂テラス 

 

 

 

検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、

法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

  

本件について、公有財産台帳の修正登

録を行った。 

今後は、大阪府公有財産台帳等処理要

領に基づき適正な事務処理を行う。 【公有財産事務の手引】 

第３章 公有財産の管理事務 

第２節 公有財産台帳の整備 

第２ 台帳整備 

１ 台帳への登録 

(2) 建物等の定義 

①建物 

    建物とは、屋根及び周壁又は、これと同等のも 

のを有し、土地に定着した建築物であって、その 

目的とする用途に供する状態にあるものをいう

(原則として、仮設建築物は含まれない。) 

        周壁（側壁も同様とする。）とは、社会通念上 

容易に取り外しのできないものであり、当該建築

物の軒の高さの1/2以上を占めるものをいう。 

     ②工作物 

    工作物とは、土地の定着物（立木を除く。）の

うち、建物以外のもので継続して独立の効用を果

たすものをいう。土地の定着物とは、土地に固定

的に付着して容易に移動しえないものであって、

土地から分離すれば、当該財産としての効用を果
たさないものをいう。 


